
総合支援システムに係る
請求行為について



総合支援システム上の手続きの流れは、以下の２つのステップ
となります。
１、毎回の利用実績を蓄積
２、システムが前月分の集約データを出力→施設が確定処理

利用実績登録

（都度）

確定処理

（月締め）



・利用実績登録（都度）とは？
→施設と利用者間で積み重ねられた利用実績データのこと



前月分の請求書データは、毎月５日に自動作成されます。
→つまり、毎月４日迄に前月分の利用実績の登録が必要です。

•
• 作成されたデータは、管理業務項目
• 「請求書一覧」に格納されています。

• ※利用者の支払実績を確認したい場合は、
• 「 利用者支払い実績一覧」を参照してください。



請求書一覧には自動作成された請求書データが格納されています。
請求月を確認し、必要なデータを選択してください。

請求ステータス
未確定 施設側：請求額が未確定
確定済 施設側：請求額を確認し、確定したもの

承認済 市側：確定済データを審査し、市として承認されたデータ

差戻し 市側：確定済データを審査し、
不備又は施設からの要望により、差戻しをしたデータ



請求ステータスが「確定済」ではない場合は、支払不能となりま
すので、ご注意ください。
確定処理は、請求書一覧→該当の請求書名を選択→確認・入力→

確定ボタンを選択という流れです。



１ 前月の預かり実績があり、翌月請求書データが作成されたら、 

利用総合支援システムにログイン後、請求書一覧を選択 

２、表示された請求書の市町村「横浜市」かつ「未確定」 

 の当該月分の請求書名をクリック 

以下、一部重複箇所あり



３、表示された請求書情報のうち、「月額賃借料」は賃借料加算が有る施設のみ「必須」入力となります。 

按分結果の通知をしておりますので、通知に記載済の「補助上限額」を入力してください。 



４、対象経費総額（①）は利用実績から自動算出された公定価格が自動反映されていますので、入力不要です。 

寄付金その他の収入額（②）は、個別入力不要です。 

５、入力を終えたら、最下部の確定ボタンを選択し、請求書データを「確定」させてください。 

  それにより、請求データが市区町村へ提出されますので、一連の処理は終わりとなります。 



請求書のステータスを確定済にする＝請求額も確定することから、 
PDF出力機能をご利用いただけます。確定前は出力できません。



（補足）①の対象経費総額（公定価格）の内訳が、中段以降に表示されており、小計額で確認が可能です。 



請求書のステータスが「確定済」「承認済」の場合に、実績の修
正や請求書の再作成が必要となる時は、保育・教育給付課に「差戻
し」を依頼してください。

請求書再作成期限：6日～15日
利用実績の訂正 ：前月分のみ 15日まで




